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Ref. 昭和50～60年（1975～1985年） 覚せい剤事件の執行猶予率
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覚醒剤事犯者に対する刑罰

(1)覚せい剤取締法の使用罪（法定刑 10年以下の懲役）
累犯者に対して、1回の覚醒剤使用で求刑4年6月というのは人権侵害ではない
のか？ 刑罰の重さが犯罪とつりあっているのか。

Ref. 薬事法の指定薬物
• 平成26年4月1日施行の改正薬事法により、従来の脱法ドラッグが厚生労働

大臣の指定による1400種類の指定薬物となりが、所持・使用も刑罰化された
。

• 法定刑＝3年以下の懲役 and/or 300万円以下の罰金(薬事法84条、76条の
４)

(2)量刑
～初犯は懲役1年6月・執行猶予3年だが、犯歴が増えるごとに実刑長期化

～再犯者に対する量刑の目安
• ２犯 執行猶予経過後5年以上で求刑2年→執行猶予付判決?

執行猶予経過後5年以内 懲役1年6月（求刑2年）
• ３犯 2年（求刑2年6月）
• ４犯 2年6月（求刑3年）
• ５犯 3年（求刑３年６月）

懲役刑の問題性
• 刑務作業を行わせることが懲役の内容となっている。
○「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」（刑法12条2
項）
○刑事施設収用法103条2項 薬物依存者に対する特別改善指導

（R1指導）≠治療
• →改善指導の標準プログラムについて（平成18年5月23日矯正局長

依命通達） 薬物依存離脱指導の標準プログラム 50分×12単元
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年度 終局総人員 即決裁判人員 即決裁判率
平成18年 11,494人 192人 1.7%

平成19年 10,837人 1,306人 12.1%

平成20年 10,337人 1,456人 14.1%

平成21年 10,403人 1,147人 9.4%

平成22年 10,955人 973人 8.9%

平成23年 10,939人 851人 7.8%

平成24年 10,564人 737人 7.0%

平成25年 9,666人 453人 4.7%

覚せい剤取締法違反の即決裁判手続率（全地方裁判所）
※最高裁判所事務総局編『司法統計年報』
平成18～25年版より作成

現行法上の薬物事犯者に対する強制力
１ 刑罰（刑法9条 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収）

薬物犯罪の場合→懲役、罰金、没収・追徴

２ 受刑者に対する特別改善指導

○刑事被収容者処遇法103条2項1号

○ 「1単元50分、12単元を標準とすること。 」(平成18年5月23日付け法務省矯正第3550号矯正
管区長・行刑施設の長あて矯正局長依命通達）

３ 保護観察対象者に対する特別遵守事項としてのプログラム

○更生保護法51条2項4号

○覚せい剤事犯者処遇プログラムを活用した保護観察の実施について

（平成20年5月9日付け法務省保観347号地方更生保護委員会委員長・保護観察所長あて
保護局長通達）

・仮釈放者 残刑期間（保護観察期間）が6カ月以上

自発的意思により非対象者も参加可能

・保護観察付執行猶予者で特別遵守事項として本プログラム実施を義務付けら

れた者→簡易薬物検出検査を実施、2週間に1回 or 1か月に1回 5回で終了
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

第３款 各種指導
第103条（改善指導）
刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身
を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度
を習得させるため必要な指導を行うものとする。
2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に
支障があると認められる受刑者に対し前項の指導を行うに当たって
は、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
一 麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存があること。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法
律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員であること。
三 その他法務省令で定める事情

治療・回復プログラムの義務付け

• 取締側と援助側の区分 強制力の有無

援助側の強制力は限定的

• Ref. 精神保健福祉法上の非自発的入院（措
置入院・医療保護入院）、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(就
業制限、入院)
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刑の一部執行猶予制度
＝実刑＋(保護観察付)執行猶予
（平成28年6月施行）

※今後、刑事裁判における判決言渡時に、刑務所で
の服役期間と社会内での保護観察付執行猶予期
間の両方が言い渡せるようになる。

※満期出所者にはプログラム提供できないという残刑
期間主義の弊害と裁判官の言渡した刑期を超えて
人権を制約してしまうという考試期間主義のもつ弊
害の両方を回避する制度。

※一般予防と特別予防の両者に配慮した制度
51

更生保護法51条（特別遵守事項）

１ 保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項（以下「特別遵守事
項」という。）が定められたときは、これを遵守しなければならない。

２ 特別遵守事項は、次条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項
、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項に
規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象
者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものと
する。

一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲
酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。

二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない
健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続す
ること。

三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握し
ておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場
合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。

四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改
善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。

五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生
のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間
宿泊して指導監督を受けること。

六 その他指導監督を行うため特に必要な事項
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現行の仮釈放制度の問題点

○帰住予定地・引受人あり＋ 成績優良

→仮釈放（残刑期間中 保護観察に付される）

○帰住予定地・引受人なし and/or 成績不良

→満期出所(アフターケアなし)

※ 社会内処遇が必要な人にプログラムが提
供されない。

→ 刑の一部の執行猶予制度の制定

53

薬物自己使用等事犯者に対する
刑の一部の執行猶予制度
におけるダルクの活用（立法論）

3年以下の懲役を言い渡す場合、累犯者に対しても、

刑務所での服役期間＋社会内での保護観察付執行猶予期間

（治療期間）

一般予防と特別予防の両者に配慮した制度

Re-entryコート（米国ドラッグ･コート制度の種類の一つ）

に類似する
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